
議案第１号 

印西都市計画生産緑地地区の変更について 



印西都市計画生産緑地地区の変更（印西市決定） 

印西都市計画生産緑地地区中第２号大森第２生産緑地地区を次のように変更す

る。 

名 称 

面 積 備 考 

番号 生 産 緑 地 名 

２ 大森第２生産緑地地区 約 － ha 廃止 △約０．０８ha 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理 由 
 主たる従事者の故障により買取り申し出が行われ、行為の制限が解除された

ため、本案のように都市計画の変更をおこなうものである。 
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印西都市計画生産緑地地区の変更理由 

 生産緑地地区は、市街化区域において緑地機能等優れた農地等について、公

害または災害の防止、農地等と調和した都市環境の保全等の観点から、計画的

に保全し、良好な都市環境の形成を図るため、また、公共施設等の敷地に適す

ることなどの目的により、指定されます。 
 生産緑地地区として指定された農地等は、生産緑地法第７条から第９条の規

定に基づき、農地として管理する義務を負い、建築物等の建設や宅地の造成等

の制限といった「行為の制限」が適用され、生産緑地としての機能が担保され

ることになります。 
 他方、生産緑地地区として指定後、一般的に営農できる予測可能な期間とし

て３０年経過後、または、農業の主たる従事者の死亡若しくは農業に従事する

ことが不可能な故障等、明らかな事情変更があった場合については、生産緑地

法第１０条の規定により、市町村長に対し、土地所有者は、生産緑地の買取り

を申出ることができます。 
 この生産緑地の買取り申出が行われ、地方公共団体等で買取りができず、さ

らに他の農林漁業者への斡旋も不調に終わり、申出後、３ヶ月以内に所有権が

移転しない場合については、生産緑地法第１４条の規定により、「行為の制限」

が解除となります。 
 したがって、第２号大森第２生産緑地地区については、「行為の制限」が解除

となった結果、担保されていた生産緑地としての機能が失われたため、都市計

画変更（廃止）するものです。 
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変 更 の 内 訳 総 括 表 

今回の変更に関する区域 生産緑地の全体の内訳表 

地 区 数 追 加 廃 止 面積の増減 

変 更 後 変 更 前 

地 区 数 合 計 面 積 地 区 数 合 計 面 積 備 考 

１地区 ― 約０．０８ha △約０．０８ha １７地区 約２．５０ha １８地区 約２．５８ha ― 
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都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域 

印西市大森字六軒の一部の区域 
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印西都市計画生産緑地地区の変更について（印西市決定）　位置図

既決定区域
廃止区域

凡例

2 大森第２生産緑地地区
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印西都市計画生産緑地地区の変更について（印西市決定）　位置図

既決定区域
廃止区域

凡例

2 大森第２生産緑地地区
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